
 

 

 

 

第５７回香川県環境審議会計画部会議事録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年１０月３１日（金） 



日 時 令和７年 10 月 31 日（金） 13 時 00 分～14 時 00 分 

場 所 香川県庁本館 12階大会議室 

出席者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

香川県環境審議会計画部会委員（８名） 

 

委員 久 保   月   株式会社 tao.代表取締役 

委員 久米川   啓   香川県医師会会長 

委員 寺 林   優   香川大学創造工学部教授 

委員 原   直 行   香川大学副学長/経済学部教授 

委員 藤 本 智 子   弁護士 

委員 増 田 拓 朗   香川大学名誉教授 

委員 宮 武 和 代   香川県公立小・中学校女性校長会会長 

委員 吉 田 英 子   香川県商工会議所女性会連合会副会長 

 

事務局（17 名） 

 

環境森林部    部長   秋山 浩章 

次長   石井 一暢 

環境政策課    課長   石川 史郎 

         副課長  石井 晃子 

         課長補佐 山野 憲彦 

         主任   宮﨑 祐樹 

カーボンニュートラル推進室 

         室長   田邊 繁行 

         室長補佐 中野 良亮 

環境管理課    課長   佐藤 敏幸 

森林・林業政策課 課長   松尾 直睦 

 副課長  大野 りさ 

 副主幹  濱田 昇吾 

みどり保全課   課長   井上 嘉久 

         副課長  西神 英登 

循環型社会推進課 課長   茂中 浩司 

         副課長  真鍋 雄一 

課長補佐 吉岡 利浩 



欠席委員 委員 一 色 玲 子   香川大学教育学部准教授 

委員 片 山 仁 子   おたがいさま高松代表 

委員 十 河 久美子   ＪＡ香川県女性部副部長 

委員 谷 川 俊 博   香川県町村会会長  

委員 冨 山 清 江   香川県各種女性団体協議会会長 

議 題 ○香川県環境基本計画等の素案について 

① 香川県環境基本計画（素案） 

② 香川県地球温暖化対策推進計画（素案） 

③ 香川県循環型社会推進計画（素案） 

配付資料 （１）第５７回香川県環境審議会計画部会（説明用資料）（資料１） 

（２）香川県環境基本計画 素案（資料２） 

（３）香川県地球温暖化対策推進計画 素案（資料３） 

（４）香川県循環型社会推進計画 素案（資料４） 

会 議 録 

署名委員 

原 委員 

吉田 委員 

議事の概要 議題について 

 「香川県環境基本計画」、「香川県地球温暖化対策推進計画」及び「香川県

循環型社会推進計画」の素案について説明した。 
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第５７回  香川県環境審議会計画部会  議事概要 

司会 

(石井副課長) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

秋山環境森林

部長 

 

司会 

(石井副課長) 

 

増田部会長 

 

司会 

(石井副課長) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

増田部会長 

 

 

 

 

 

 

 

ただいまから第 57回香川県環境審議会計画部会を開催させていただきます。

会議に入ります前に、委員の皆様方にご報告がございます。当審議会は原則公

開と決定しましたことから、本日の議事につきましても公開となります。 

本日の審議会計画部会の開催を一般に周知いたしましたところ、傍聴希望者

はおられませんでしたことをご報告申し上げます。なお、本日の会議につきま

しては、環境への配慮の観点から、ペーパーレスで開催させていただきたいと

考えております。そのため、資料につきましては、スクリーンをご覧いただけ

ればと存じます。ご協力よろしくお願いいたします。 

それでは開会にあたりまして、秋山環境森林部長からご挨拶を申し上げます。 

 

 

 （部長あいさつ） 

 

  

続きまして、増田部会長からご挨拶を賜りたいと存じます。 

 

 

（部会長あいさつ） 

 

ありがとうございました。 

本日ご出席いただいております委員の皆様方のご紹介をすべきところではあ

りますが、時間の都合もございますので、事前にお配りしている出席者名簿で

代えさせていただきます。 

また、本日、ご都合により一色委員、片山委員、十河委員、谷川委員、冨山委

員が欠席でございます。本日出席いただいております委員は 13名中８名で、香

川県環境審議会条例第７条第２項に定められております、委員の２分の１以上

の出席という開会の定足要件を満たしておりますことをご報告申し上げます。 

それでは、ここからの議事の進行につきましては、香川県環境審議会条例第

７条第１項の規定により、増田部会長に議長として議事進行をしていただきた

いと存じます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 それでは私の方で会議を進めさせていただきます。 

まず、議題に入ります前に、本審議会の運営規定第４条第２項により、本日の

会議録に署名していただく委員さんを指名させていただきます。これまでの審

議会等での署名の状況を勘案いたしまして、原委員さんと吉田委員さんにお願

いしたいと思います。 

それでは議事を進めてまいります。香川県環境基本計画等の素案について、

事務局の方から説明をお願いします。各計画の説明ごとに、質疑応答の時間を

設ける予定です。 
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石川環境政策

課長 

 

増田部会長 

 

 

 

石川課長 

 

 

 

増田部会長 

 

寺林委員 

 

石川課長 

 

 

増田部会長 

 

 

 

 

 

田邊カーボン

ニュートラル

推進室長 

 

増田部会長 

 

 

吉田委員 

 

 

田邊室長 

 

 

吉田委員 

それでは、香川県環境基本計画の素案について説明をお願いします。 

 

（資料１、２により説明） 

 

 

それでは、私の方から、質問します。今説明いただきました資料１の８ページ

の、一番下のみどり認定者数ですが、「年間 32 人の増加を目指す」で、５年だ

と 160 人ですね。64 に 160 足すと 256 にならないのですが。 

 

現況値が令和６年度のものでして、そこから令和 12 年度までの６年間で、目

標としては算定しておりますので、プラス 32 人といった形で 256 になっていま

す。 

 

分かりました。 

 

みどり指定者数の経営体とは、何ですか。 

 

こちらについては、個人での認定もあり、団体（事業者）への認定もあるの

で、単位が経営体となっています。 

 

環境に優しい経営をしているところは、個人でも団体でも認定されるという

ことですね。 

他にどうでしょうか。他の計画の説明後にも質問時間をとりますので、後ほ

どでもご質問はいただけますので、先に、２番目の香川県地球温暖化対策推進

計画の素案についてご説明をお願いします。 

 

（資料１、３により説明） 

 

 

 

２番の香川県地球温暖化対策推進計画の素案について、ご説明いただきまし

たが、ご質問・ご意見はありますか。 

 

ソーラーパネルが、畑などにいっぱいあると思うのですが、そういったもの

も推進するのでしょうか。 

 

太陽光発電の太陽光パネルのことをおっしゃっていただいたと思いますが、

県としては、地域と共生した形での太陽光パネルの導入を促進していきます。 

 

どこを見ても、ソーラーパネルばっかりになってきて、田園風景がなくなっ
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増田部会長 

 

 

 

 

茂中循環型社

会推進課長 

 

増田部会長 

 

 

吉田委員 

 

 

茂中課長 

 

 

 

吉田委員 

 

茂中課長 

 

 

 

増田部会長 

 

 

 

茂中課長 

 

増田部会長 

 

寺林委員 

 

 

 

 

増田部会長 

てきているように思います。 

 

重要な電力源ではありますが、事務局の方で対策を取って進めていただくと

いうことで、よろしくお願いします。 

他にはございませんでしょうか。それでは、３番目の香川県循環型社会推進

計画の素案についてご説明をお願います。 

 

（資料１、４により説明） 

 

 

香川県循環型社会推進計画の素案を説明いただきましたが、ご質問・ご意見

をお願いいたします。 

 

コロナ禍などで、ペットボトルがすごく出て、回収などが大変だったと思い

ます。 

 

量的には、一時期は増えるようになっていたと思います。 

あと、各事業所から出るアクリル板であるとか、そういったプラスチック製

品が大量に出たというものはあります。 

 

回収した後は、そのまま溶かして使っているのですか。 

 

主なものとしては、ペットボトルをペットボトルに戻す水平リサイクルがあ

りますが、今のところは、そこまで至っているものはまだ一部であり、どちら

かというと繊維などに使われるというのが多くなっております。 

 

ペットボトルがリサイクルされることはいいのですが、ポイ捨ては海ごみに

も繋がりますし、何とかならないかなと思うのですが、そのあたりの啓発もぜ

ひお願いします。 

 

普及啓発に努めてまいりたいと思います。 

 

その他のご質問はありますか。 

 

３Ｒですか、リデュース・リユース・リサイクルとして記載がありますが、２

Ｒについては、これはリデュース・リユースだと思います。この２Ｒについて

は、素案に何箇所か出てくるのですが、この２Ｒの説明が書いてないのですが、

これは常識だからということでしょうか。 

 

何が２Ｒで何が３Ｒなのか、コメントをつけてもらった方がいいかもしれな
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茂中課長 

 

増田部会長 

 

原委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

石川課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

増田部会長 

 

久保委員 

 

 

 

 

 

 

いですね。 

 

 承知しました。記載させていただきます。 

 

その他、どうでしょうか。はい、お願いします。 

 

現行の環境基本計画と、次年度から始まる環境基本計画は、大きく何が変わ

るのか、何をレガシーとして引き継いで、どこを新しくするのかというところ、

その哲学みたいな、あるいは精神・コンセプトみたいなところをお尋ねしたい

です。 

この５年間を振り返ってみると、明らかに夏が暑すぎてると感じています。

私は観光を研究しており、今年の夏は、瀬戸内国際芸術祭で、引田などに参加

してきました。空き時間を見つけては行っておりましたが、そのたびに、夏の

暑さを感じておりました。香川県がどんなに頑張ったとしても、地球温暖化の

軽減は難しいとは思います。そこで、次期環境基本計画は、何を新しくするの

かという点について、教えていただけますでしょうか。 

 

環境基本計画の基本的な考え方として、３つほどお示しさせていただきまし

た。現行の計画と比較して、最初に、「環境と成長の好循環によるグリーン社会

の実現に向けて」を記載するようにしています。 

現行計画では、人づくりや地域づくりを進めていこうということで、これを

一番最初に記載しておりましたが、社会経済情勢の変化により、これからは、

より一層、環境と成長の好循環について取り組んでいこうと、そしてそのグリ

ーン社会を目指していこうということで、次期環境基本計画では、そちらに重

きを置いたものとなります。 

取組内容としましては、ＧＸ（グリーン・トランスフォーメーション）といっ

たことで、産業面にも視点を当てて、積極的に取り組んでまいりたいと考えて

おります。これまで、環境問題の取組みが経済的な制約と捉えるような発想が

あったところを、今後は新たな成長の機会と捉えていくということで、発想を

切り換えていくというところが、今回、新しく記載しているところです。 

 

他にございますか。 

 

感想なのですが、「みどり認定者ってどういう人がなるの？」や、県の観光に

おいても、「品種改良ってどういう種類、どういう作物があるの？」など、実際

に生活をする中で、あまり意識せずに、皆さん生活していると思います。その

ため、それらを知ってもらうための、啓蒙活動を行う必要があるという記載が

各箇所にありますが、それらについての個別の計画に記述されていることが必

要だと思いますので、お願いしたいと思いました。 
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増田部会長 

 

 

 

 

石川課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

久保委員 

 

 

 

 

石川課長 

 

 

増田部会長 

 

 

 

 

 

石川課長 

 

増田部会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用語集みたいなものは計画につけられるのでしょうか。 

アルファベットの並んだ情報であるとか、みどり認定者など、いろいろな用

語が出ていると思います。今後、パブリック・コメントをかけても、「これは何

か？」と言われる可能性はあるかなと思います。 

 

計画では、巻末に用語集を付けることとしていますので、内容についてはそ

の中で説明させていただきます。 

委員からご意見がありました、地球温暖化に対応した県オリジナル品種の普

及等々については、例えば、暑さに強い野菜というようなところで、さぬきの

めざめ 2021 といったアスパラガスやさぬきキウイっこというものが、地球温暖

化に対応した新品種の開発事例ということで、取り組んできているところです。 

具体的には、地球温暖化対策推進計画の素案の 58ページに記述してまとめて

います。 

 

こういう会議の場に参加された方などは、これらの資料を見て、用語などを

知る機会があると思うのですが、そういった機会のない日々の生活をしている

人たちに、どこまで浸透させるか、考え方を共有していくかというところの取

組み方が、すごく大事なのではないかと思います。 

 

情報発信につきましては、環境保全の取り組み全般を含めて、あまり知られ

ていない分野の周知啓発にも取り組んでいきたいと考えています。 

 

新品種とかは、環境森林部というよりは農政水産部であるとか、公園関係だ

と土木部とか、実際に施策を実施するのは他部局というところもあると思うの

ですが、県全体の環境問題から言うとそういうところの数値というのも大事だ

ということで、ぜひ連携して進めていただければと思います。 

この計画の概要版・簡易版みたいなものを作られるのでしょうか。 

 

概要版については、今のところ予定はありません。 

 

特に関連している分野や職業の人だけではなく、一般県民の方に、こういう

ふうに県はやっていますよということを周知できるような方策をとっていただ

ければと思います。 

その他に、せっかくの時間ですので、３つの計画全部について、もし何かあり

ましたらと思うのですが、よろしいでしょうか。 

 

（意見なし） 

 

それでは、特にご意見がないようですので本日の審議については以上で終わ

らせていただきます。事務局から何か連絡事項はございますか。 
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石川課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

増田部会長 

 

 

 

司会 

(石井副課長) 

 

 

 

先ほど、議論の中でも出ましたパブリック・コメントについては、12 月に実

施していきたいと考えています。 

部会につきましては１月に開催させていただく予定で検討しておりますの

で、また、どうぞよろしくお願いいたします。 

なお補足事項ですが、本日ご説明申し上げた地球温暖化対策推進計画の藻場

造成面積の指標のところが、現在検討中となっていますが、そちらの方の数値

が整いましたら、委員の皆様の方に、また報告させていただきますので、どう

ぞよろしくお願いいたします。 

 

以上でございます。もし、何かありましたらメール等でもまた事務局の方に

お寄せいただければと思います。今日はご審議、ご協力ありがとうございまし

た。事務局にお返しいたします。 

 

ご意見をたくさん賜りまして、大変ありがとうございました。ご意見をもと

に、計画の方も少し直すべきところは直して、パブリック・コメントを実施さ

せていただきたいと考えています。 

以上をもちまして、香川県環境審議会計画部会を終了いたします。 

本日は大変ありがとうございました。 

 

 

 

 


